
令和６年度 広島県情報公開・個人情報保護審査会開催状況 

 

【第１部会】 

回 数 開 催 日 時 審 議 内 容 等 

１ 令和６年 ４月 24日（水） 
・諮問４（情）第 14号（審議） 

・諮問４（情）第 19号（審議） 

２ 令和６年 ５月 29日（水） 
・諮問４（情）第 19号（審議） 

・諮問５（情）第５号、第６号及び第７号（審議） 

３ 令和６年 ７月 30日（火） 
・諮問４（情）第 19号（審議） 

・諮問５（情）第５号、第６号及び第７号（審議） 

４ 令和６年 ８月 28日（水） 
・諮問５（情）第５号、第６号及び第７号（審議） 

・諮問４（情）第 13号、４（個）第４号及び第５号（審議） 

５ 令和６年 ９月 25日（水） 
・諮問４（情）第 13号、４（個）第４号及び第５号（審議） 

・諮問５（情）第１号（審議） 

６ 令和６年 10月 28日（月） 
・諮問４（情）第 13号、４（個）第４号及び第５号（審議） 

・諮問６（情）第１号（審議） 

７ 令和６年 11月 25日（月） ・諮問６（情）第１号（審議） 

８ 令和６年 12月 23日（月） ・諮問５（情）第１号（審議） 

９ 令和７年 １月 29日（水） 
・諮問５（情）第１号（審議） 

・諮問５（情）第 13号（審議） 

10 令和７年 ２月 18日（火） 
・諮問５（情）第１号（審議） 

・諮問５（情）第 13号（審議） 

11 令和７年 ３月 25日（火） 
・諮問５（情）第１号（審議） 

・諮問５（情）第 13号（審議） 

 

【第２部会】 

回 数 開 催 日 時 審 議 内 容 等 

１ 令和６年 ４月 25日（木） 
・諮問４（情）第６号（審議） 

・諮問４（個）第６号（審議） 

２ 令和６年 ５月 30日（木） 

・諮問４（情）第６号（審議） 

・諮問４（個）第６号（審議） 

・諮問４（情）第 10号（審議） 

３ 令和６年 ６月 27日（木） 
・諮問４（個）第６号（審議） 

・諮問５（個）第１号（審議） 

４ 令和６年 ７月 25日（木） 
・諮問５（個）第１号（審議） 

・諮問５（情）第８号～第 12号（審議） 

５ 令和６年 ８月 22日（木） 
・諮問５（個）第１号（審議） 

・諮問５（情）第８号～第 12号（審議） 

６ 令和６年 ９月 26日（木） 
・諮問５（個）第１号（審議） 

・諮問５（情）第８号～第 12号（審議） 



７ 令和６年 10月 31日（木） 
・諮問５（情）第８号～第 12号（審議） 

・諮問５（個）第３号（審議） 

８ 令和６年 11月 28日（木） ・諮問５（個）第３号（審議） 

９ 令和６年 12月 26日（木） 
・諮問５（個）第３号（審議） 

・諮問５（個）第７号～第９号（審議） 

10 令和７年 １月 30日（木） ・諮問５（個）第７号～第９号（審議） 

11 令和７年 ２月 27日（木） ・諮問５（個）第７号～第９号（審議） 

12 令和７年 ３月 21日（金） 
・諮問５（個）第７号～第９号（審議） 

・諮問５（個）第３号（審議） 

 

【第３部会】 

回 数 開 催 日 時 審 議 内 容 等 

１ 令和６年 ４月 26日（金） 
・諮問５（個）第２号（審議） 

・諮問４（情）第 16号（審議） 

２ 令和６年 ５月 31日（金） 
・諮問４（情）第 16号（審議） 

・諮問５（個）第２号（審議） 

３ 令和６年 ６月 28日（金） 

・諮問５（個）第２号（審議） 

・諮問５（情）第３号（審議） 

・諮問５（個）第４号（審議） 

４ 令和６年 ７月 26日（金） 
・諮問５（個）第２号（審議） 

・諮問 23（情）第３号～第 25号（審議） 

５ 令和６年 ９月 27日（金） 

・諮問５（情）第３号（審議） 

・諮問５（個）第４号（審議） 

・諮問 23（情）第３号～第 25号（審議） 

６ 令和６年 10月 25日（金） 

・諮問５（情）第３号（審議） 

・諮問５（個）第４号（審議） 

・諮問 23（情）第３号～第 25号（審議） 

７ 令和６年 11月 29日（金） ・諮問５（個）第４号（審議） 

８ 令和６年 12月 20日（金） 
・諮問５（個）第５号（審議） 

・諮問５（個）第６号（審議） 

９ 令和７年 １月 31日（金） 

・諮問５（個）第５号（審議） 

・諮問５（個）第６号（審議） 

・諮問５（個）第 10号及び諮問６（個）第２号（審議） 

10 令和７年 ２月 28日（金） 

・諮問５（個）第５号（審議） 

・諮問５（個）第６号（審議） 

・諮問５（個）第 10号及び諮問６（個）第２号（審議） 

11 令和７年 ３月 25日（火） 
・諮問５（個）第 10号及び諮問６（個）第２号（審議） 

・諮問６（情）第４号（審議） 

 


